


1　この申請書は，単一の営業許可を受けようとする場合又は同一人が

同一店舗内で行う複数の営業許可を受けようとする場合に使用するこ

とができます。

2　字は，インク等を用い，槽書ではっきり書いてください。

3　食品衛生法施行規則第67条の「営業設備の大要」及び「営業設備の

構造を記した図面」には，次に掲げる内容を記載してください。

（1）営業用建物の構造仕様書及びその平面図

（2）営業場所（更衣室及び便所を含む）の構造仕様書及びその平面図

（客席のあるものは，その様式及び面積）

（3）主な機械，器具の名称，大きさ，個数及び仕様を記載した書類

（4）用水の種類を記載した書類

4　継続許可申請の場合には，「営業設備の大要」及び「営業設備の構

造を記載した図面」の添付は必要ありません。

5　許可の年月日及び番号の欄は，継続の場合にのみ記入してください。

6　申請者（法人にあっては，その業務を行う役員を含むものとする。）

の欠格事項の欄で，「有」にノ印を記入した場合は，その内容を記載

してください。


	sinsei.pdf
	営業許可申請書.pdf
	img009

	img010



